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各 附 属 機 関 の 長

制 限 外 積 載 許 可 取 扱 要 領 の 改 正 に つ い て （ 通 達 ）

（ ） 、道 路 交 通 法 昭 和 3 5 年 法 律 第 1 0 5 号 第 5 7 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 許 可 の 取 扱 い に つ い て は

「 制 限 外 積 載 許 可 取 扱 要 領 の 改 正 に つ い て （ 通 達 （ 平 成 3 1 年 ２ 月 1 4 日 付 け 警 察 庁 丙 規） 」

発 第 ４ 号 。 以 下 「 旧 通 達 」 と い う ） に 基 づ き 対 応 し て い た と こ ろ で あ る が 、 別 添 の と お。

り 改 正 し た の で 、 事 務 処 理 上 遺 憾 の な い よ う に さ れ た い 。

な お 、 旧 通 達 は 廃 止 す る 。



別 添

制 限 外 積 載 許 可 取 扱 要 領

第 １ 目 的

こ の 要 領 は 、 道 路 交 通 法 （ 昭 和 3 5 年 法 律 第 1 0 5 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 5 7 条 第

３ 項 に 規 定 す る 許 可 （ 以 下 「 許 可 」 と い う 。 ) に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め 、 そ の 取 扱

い の 斉 一 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。

第 ２ 許 可 申 請 者

許 可 申 請 者 は 、 許 可 申 請 に 係 る 車 両 の 運 転 者 と す る 。 当 該 車 両 の 運 転 者 が 複 数 の 場

合 に は 、 そ の 全 員 を 申 請 者 と し 、 申 請 書 の 申 請 者 欄 に 連 記 す る よ う 求 め る も の と す る 。

こ の 場 合 に お い て 申 請 者 欄 に 連 記 で き な い と き は 、 別 紙 に 申 請 者 の 住 所 及 び 氏 名 並 び

に 申 請 者 の 免 許 の 種 類 及 び 免 許 証 番 号 を 記 載 す る よ う 求 め る も の と す る 。 こ こ で い う

車 両 の 運 転 者 が 複 数 の 場 合 と は 、 長 距 離 運 転 で 同 乗 若 し く は 乗 り 継 ぎ の 交 替 運 転 者 が

あ る 場 合 又 は 同 一 車 両 に つ い て 申 請 に 係 る 運 転 期 間 が 例 え ば １ 年 間 で あ る 場 合 に 、 そ

の 期 間 内 で 運 転 者 が 交 替 す る 場 合 等 で あ る 。

第 ３ 許 可 の 申 請

許 可 の 申 請 に 当 た っ て は 、 道 路 交 通 法 施 行 規 則 （ 昭 和 3 5 年 総 理 府 令 第 6 0 号 。 以 下

「 府 令 」 と い う 。 ） 第 ８ 条 に 定 め る と こ ろ に よ り 、 申 請 書 ２ 通 を 出 発 地 警 察 署 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い こ と と さ れ て い る 。 警 察 署 長 は 、 こ の 場 合 に お い て 、 申 請 を 審

査 す る た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 運 転 経 路 図 そ の 他 の 審 査 に 必 要 な 書 類 の 提 出

を 求 め る も の と す る 。

第 ４ 許 可 の 単 位

許 可 は 、 原 則 と し て １ 個 の 運 転 行 為 ご と に 行 う も の と す る 。 こ こ で い う １ 個 の 運 転

行 為 と は 、 例 え ば 、 Ａ 地 点 か ら Ｂ 地 点 ま で 積 載 物 を 運 搬 す る 場 合 で 車 両 、 積 載 物 、 運

転 経 路 及 び 時 間 が そ れ ぞ れ 一 つ の も の を い う 。

第 ５ 許 可 の 期 間

許 可 の 期 間 は 、 原 則 と し て １ 個 の 運 転 行 為 の 開 始 か ら 終 了 ま で に 要 す る 期 間 と す る 。

第 ６ 申 請 手 続 の 特 例

１ ２ 及 び ３ に 該 当 す る 場 合 は 、 申 請 者 の 負 担 を 軽 減 す る と と も に 、 行 政 事 務 の 合 理

化 を 図 る た め 、 第 ４ 及 び 第 ５ に か か わ ら ず 、 ２ 及 び ３ に 記 述 す る と お り 取 り 扱 う も

の と す る 。

２ 同 一 運 転 者 に よ り 定 型 的 に 反 復 、 継 続 し て 行 わ れ る 運 転 行 為

同 一 運 転 者 に よ り 定 型 的 に 反 復 、 継 続 し て 行 わ れ る 運 転 行 為 に つ い て は 、 次 の 要

件 を 全 て 満 た す も の に 限 り 、 包 括 し て １ 個 の 運 転 行 為 と み な し て 処 理 す る も の と す

る 。 こ の 場 合 に お け る 許 可 の 期 間 は 、 原 則 と し て １ 年 以 内 と す る 。

( 1 ) 車 両 が 同 一 で あ る こ と 。



( 2 ) 同 一 品 目 の 貨 物 を 同 一 の 積 載 方 法 で 運 搬 す る こ と 。

( 3 ) 運 転 経 路 が 同 一 で あ る こ と 。

３ 法 に よ る 他 の 許 可 と 競 合 す る 場 合

同 一 車 両 に つ い て 、 許 可 の ほ か 、 法 第 5 6 条 第 １ 項 に 規 定 す る 設 備 外 積 載 許 可 又 は

同 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 荷 台 乗 車 許 可 が 同 時 に 必 要 と な る 場 合 は 、 同 一 申 請 書 に 当 該

許 可 に 係 る 事 項 を 併 せ て 記 載 す る よ う 求 め る も の と す る 。

第 ７ 積 載 貨 物 の 測 定 方 法

道 路 交 通 法 施 行 令 （ 昭 和 3 5 年 政 令 第 2 7 0 号 。 以 下 「 令 」 と い う 。 ） 第 2 2 条 第 ３ 号 及

び 第 2 3 条 第 ３ 号 に 規 定 す る 積 載 物 の 長 さ 、 幅 又 は 高 さ の 測 定 は 、 次 の 方 法 に よ る も の

と す る 。

１ 長 さ

長 さ は 、 貨 物 自 体 の 長 さ で な く 、 貨 物 を 当 該 車 両 に 積 載 し た 状 態 に お い て 、 当 該

貨 物 の 投 影 部 分 を 車 両 の 前 後 方 向 に 車 両 に 平 行 に 測 る 。 （ 次 図 参 照 ）

２ 幅

幅 は 、 貨 物 自 体 の 幅 で な く 、 貨 物 を 当 該 車 両 に 積 載 し た 状 態 に お い て 、 当 該 貨 物

の 投 影 部 分 を 車 両 の 横 方 向 に 車 両 に 平 行 に 測 る 。 （ 次 図 参 照 ）

３ 高 さ

高 さ は 、 貨 物 自 体 の 高 さ で は な く 、 貨 物 を 当 該 車 両 に 積 載 し た 状 態 に お い て 、 地

上 か ら 当 該 貨 物 の 最 上 端 ま で の 高 さ を 測 り 、 そ れ か ら 当 該 車 両 の 積 載 を す る 場 所 の

高 さ を 減 じ て 測 る 。 （ 次 図 参 照 ）





第 ８ 審 査 上 の 留 意 事 項

１ 申 請 に よ り 許 可 を 求 め ら れ た 警 察 署 長 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 、 ２ か ら ５ ま

で に 記 述 す る 要 領 等 に 従 い 、 こ れ を 審 査 す る も の と す る 。 た だ し 、 申 請 書 の 提 出 先

若 し く は 申 請 の 許 可 単 位 に 誤 り が あ る と き 又 は 申 請 書 の 記 載 事 項 に 不 備 が あ る と 認

め る と き は 、 補 正 を 求 め る も の と し 、 補 正 が な い 場 合 は 求 め ら れ た 許 可 を 拒 否 す る

も の と す る 。

( 1 ) 許 可 の 対 象 貨 物

( 2 ) 積 載 物 の 重 量 、 長 さ 、 幅 及 び 高 さ 並 び に 積 載 の 方 法

( 3 ) 運 転 の 期 間 及 び 運 転 経 路

( 4 ) そ の 他 道 路 に お け る 危 険 を 防 止 し 、 交 通 の 安 全 と 円 滑 を 図 る た め 必 要 と 認 め る

事 項

２ 許 可 の 対 象 貨 物

許 可 の 対 象 と な る 貨 物 は 、 法 第 5 7 条 第 １ 項 本 文 の 政 令 で 定 め る 積 載 重 量 等 の 制 限

又 は 同 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 都 道 府 県 公 安 委 員 会 が 定 め る 積 載 重 量 等 を 超 え る こ

と と な る 貨 物 で あ っ て 、 電 柱 、 変 圧 器 等 の よ う に 形 態 上 単 一 の 物 件 で あ り 、 分 割

し 、 又 は 切 断 す る こ と に よ り 当 該 貨 物 自 体 の 効 用 又 は 価 値 を 著 し く 損 す る と 認 め ら

れ る も の と す る 。

な お 、 貨 物 が 分 割 で き な い も の で あ る か ど う か に つ い て は 、 そ の 貨 物 自 体 の 属 性

に よ り 客 観 的 に 判 断 す べ き で あ り 、 運 転 者 、 貨 物 の 所 有 者 等 の 主 観 的 事 情 （ 経 費 節

約 、 時 間 の 短 縮 等 ） に よ り 左 右 さ れ る べ き で は な い 。

３ 積 載 物 の 重 量 、 長 さ 、 幅 及 び 高 さ 並 び に 積 載 の 方 法

積 載 物 の 長 さ 、 幅 及 び 高 さ 並 び に 積 載 の 方 法 が 次 に 掲 げ る 場 合 又 は 積 載 物 の 重 量

が 令 第 2 2 条 第 ２ 号 及 び 第 2 3 条 第 ２ 号 に 定 め る 値 を 超 え る 場 合 に は 、 第 1 1 及 び 第 1 2 の

１ に 記 述 す る と お り 、 関 係 機 関 等 と の 調 整 を 行 う な ど 、 慎 重 な 審 査 に よ っ て 、 交 通

の 安 全 と 円 滑 の 確 保 に 万 全 を 期 す こ と 。

( 1 ) 大 型 自 動 車 、 中 型 自 動 車 、 準 中 型 自 動 車 、 普 通 自 動 車 、 大 型 特 殊 自 動 車 並 び に

側 車 付 き の 大 型 自 動 二 輪 車 及 び 普 通 自 動 二 輪 車 （ 側 車 付 き の 大 型 自 動 二 輪 車 及 び

普 通 自 動 二 輪 車 に つ い て は 、 ア 及 び イ に 係 る 部 分 に 限 る 。 ）

ア 積 載 物 の 長 さ

自 動 車 の 長 さ に そ の 長 さ の 1 0 分 の ５ の 長 さ を 加 え た 長 さ を 超 え る 場 合 又 は 積

載 物 を 積 載 し た 状 態 の 自 動 車 及 び 積 載 物 全 体 の 長 さ が 1 6 . 0 メ ー ト ル （ セ ミ ト レ

ー ラ 連 結 車 に あ っ て は 1 7 . 0 メ ー ト ル 、 フ ル ト レ ー ラ 連 結 車 に あ っ て は 1 9 . 0 メ ー

ト ル 、 ダ ブ ル ス 連 結 車 に あ っ て は 2 1 . 0 メ ー ト ル ） を 超 え る 場 合 。

イ 積 載 物 の 幅

自 動 車 の 幅 に 1 . 0 メ ー ト ル を 加 え た 幅 を 超 え る 場 合 又 は 積 載 物 を 積 載 し た 状

態 の 自 動 車 及 び 積 載 物 全 体 の 幅 が 3 . 5 メ ー ト ル を 超 え る 場 合 。

ウ 積 載 物 の 高 さ



4 . 3 メ ー ト ル （ 三 輪 の 普 通 自 動 車 及 び 府 令 第 ７ 条 の 1 4 に 規 定 す る 普 通 自 動 車

に あ っ て は 3 . 0 メ ー ト ル ） か ら そ の 自 動 車 の 積 載 を す る 場 所 の 高 さ を 減 じ た 高

さ を 超 え る 場 合 。

エ 積 載 の 方 法

( ｱ ) 自 動 車 の 車 体 の 前 後 か ら 自 動 車 の 長 さ の 1 0 分 の ３ の 長 さ を 超 え て は み 出 す

場 合 。

( ｲ ) 自 動 車 の 車 体 の 左 右 か ら 0 . 5 メ ー ト ル を 超 え て は み 出 す 場 合 。

( 2 ) 小 型 特 殊 自 動 車

ア 積 載 物 の 長 さ

自 動 車 の 長 さ に そ の 長 さ の 1 0 分 の ５ の 長 さ を 加 え た 長 さ を 超 え る 場 合 。

イ 積 載 物 の 幅

自 動 車 の 幅 に 1 . 0 メ ー ト ル を 加 え た 幅 を 超 え る 場 合 。

ウ 積 載 物 の 高 さ

2 . 5 メ ー ト ル か ら そ の 自 動 車 の 積 載 を す る 場 所 の 高 さ を 減 じ た 高 さ を 超 え る

場 合 。

エ 積 載 の 方 法

( ｱ ) 自 動 車 の 車 体 の 前 後 か ら 自 動 車 の 長 さ の 1 0 分 の ３ の 長 さ を 超 え て は み 出

す 場 合 。

( ｲ ) 自 動 車 の 車 体 の 左 右 か ら 0 . 5 メ ー ト ル を 超 え て は み 出 す 場 合 。

( 3 ) 大 型 自 動 二 輪 車 及 び 普 通 自 動 二 輪 車 （ 側 車 付 き の も の に つ い て は 、 ア 及 び イ に

係 る 部 分 を 除 く 。 ）

ア 積 載 物 の 長 さ

乗 車 装 置 又 は 積 載 装 置 （ リ ヤ カ ー を 牽 引 す る 場 合 に あ っ て は そ の 牽 引 さ れ る
け ん け ん

リ ヤ カ ー の 積 載 装 置 。 エ に お い て 同 じ 。 ) の 長 さ の ２ 倍 の 長 さ を 超 え る 場 合 。

イ 積 載 物 の 幅

自 動 車 の 幅 （ 府 令 第 ５ 条 の ４ に 規 定 す る 大 き さ 以 下 の 原 動 機 を 有 す る 普 通 自

動 二 輪 車 が リ ヤ カ ー を 牽 引 す る 場 合 に あ っ て は そ の 牽 引 さ れ る リ ヤ カ ー の 積 載
け ん け ん

装 置 の 幅 に 1 . 0 メ ー ト ル を 加 え た 幅 ） を 超 え る 場 合 。

ウ 積 載 物 の 高 さ

2 . 5 メ ー ト ル か ら そ の 自 動 車 の 積 載 を す る 場 所 の 高 さ を 減 じ た 高 さ を 超 え る

場 合 。

エ 積 載 の 方 法

( ｱ ) 乗 車 装 置 又 は 積 載 装 置 の 前 後 か ら そ の 乗 車 装 置 又 は 積 載 装 置 の 長 さ を 超 え

て は み 出 す 場 合 。

( ｲ ) 積 載 物 を 積 載 し た 状 態 の 自 動 車 及 び 積 載 物 全 体 の 幅 が 当 該 自 動 車 の 幅 を 超

え る 場 合 （ 府 令 第 ５ 条 の ４ に 規 定 す る 大 き さ 以 下 の 原 動 機 を 有 す る 普 通 自 動

二 輪 車 が リ ヤ カ ー を 牽 引 す る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 牽 引 さ れ る リ ヤ カ ー の 積
け ん け ん



載 装 置 の 左 右 か ら 0 . 5 メ ー ト ル を 超 え て は み 出 す 場 合 ） 。

( 4 ) 原 動 機 付 自 転 車

ア 積 載 物 の 長 さ

積 載 装 置 （ リ ヤ カ ー を 牽 引 す る 場 合 に あ っ て は そ の 牽 引 さ れ る リ ヤ カ ー の 積
け ん け ん

載 装 置 。 イ 及 び エ に お い て 同 じ 。 ） の 長 さ の ２ 倍 の 長 さ を 超 え る 場 合 。

イ 積 載 物 の 幅

原 動 機 付 自 転 車 の 幅 （ リ ヤ カ ー を 牽 引 す る 場 合 に あ っ て は 積 載 装 置 の 幅 に
け ん

1 . 0 メ ー ト ル を 加 え た 幅 ） を 超 え る 場 合 。

ウ 積 載 物 の 高 さ

2 . 5 メ ー ト ル か ら 原 動 機 付 自 転 車 の 積 載 を す る 場 所 の 高 さ を 減 じ た 高 さ を 超

え る 場 合 。

エ 積 載 の 方 法

( ｱ ) 積 載 装 置 の 前 後 か ら そ の 積 載 装 置 の 長 さ を 超 え て は み 出 す 場 合 。

( ｲ ) 積 載 物 を 積 載 し た 状 態 の 原 動 機 付 自 転 車 及 び 積 載 物 全 体 の 幅 が 当 該 原 動 機

付 自 転 車 の 幅 を 超 え る 場 合 （ リ ヤ カ ー を 牽 引 す る 場 合 に あ っ て は 積 載 装 置 の
け ん

左 右 か ら 0 . 5 メ ー ト ル を 超 え て は み 出 す 場 合 ） 。

４ 運 転 の 期 間 及 び 運 転 経 路

( 1 ) 運 転 の 期 間

交 通 が 特 に ふ く そ う す る 日 時 を 含 ま な い こ と 。

( 2 ) 運 転 経 路

運 転 経 路 に そ の 貨 物 の 運 搬 に 障 害 と な る も の （ 重 量 制 限 の 行 わ れ て い る 橋 梁 、

高 さ 制 限 の 行 わ れ て い る ガ ー ド 、 ト ン ネ ル そ の 他 の 工 作 物 等 ） が 存 在 し な い こ と 。

５ そ の 他 道 路 交 通 の 危 険 を 防 止 し 、 交 通 の 安 全 と 円 滑 を 図 る た め 必 要 と 認 め る 事 項

( 1 ) 当 該 積 載 の 方 法 及 び 当 該 積 載 に よ る 運 転 が 法 第 5 5 条 第 ２ 項 及 び 第 7 1 条 第 ４ 号 に

照 ら し 適 切 で あ る と 認 め ら れ る こ と 。

( 2 ) 当 該 積 載 に よ る 運 転 が 当 該 車 両 の 構 造 又 は 道 路 若 し く は 交 通 の 状 況 に よ り 、 重

大 な 危 険 が あ る と は 認 め ら れ な い こ と 。

第 ９ 審 査 方 法

許 可 申 請 が あ っ た と き の 審 査 は 、 車 両 の 構 造 、 積 載 物 及 び 積 載 状 態 並 び に 道 路 交 通

の 状 況 に つ い て 、 車 両 を 保 管 し て い る 場 所 や 積 載 作 業 を 行 う 場 所 等 に 赴 い て 確 認 す る

方 法 や 図 面 、 写 真 そ の 他 の 資 料 に よ り 確 認 す る 方 法 等 に よ り 行 う も の と す る 。

第 1 0 許 可 の 条 件

出 発 地 警 察 署 長 が 許 可 に 付 す る こ と が で き る 条 件 は 、 令 第 2 4 条 第 １ 項 に 規 定 さ れ て

い る が 、 同 項 第 ３ 号 に い う 「 道 路 に お け る 危 険 を 防 止 す る た め 必 要 と 認 め る 事 項 」 の

例 示 は 、 次 の と お り で あ る 。

１ 運 転 の 時 間 帯 の 指 定 に 関 す る 事 項

２ 先 導 車 又 は 整 理 員 に よ る 誘 導 整 理 に 関 す る 事 項



３ 積 載 し た 貨 物 の 固 定 （ 緊 縛 ） の 方 法 、 積 載 位 置 等 に つ い て 必 要 と 認 め る 事 項

第 1 1 関 係 機 関 等 と の 調 整

１ 道 路 管 理 者 と の 連 携

警 察 署 長 は 、 許 可 申 請 に 係 る 積 載 に よ る 運 転 が 道 路 法 （ 昭 和 2 7 年 法 律 第 1 8 0 号 ）

第 4 7 条 の ２ 第 １ 項 の 車 両 の 通 行 の 許 可 又 は 道 路 法 第 4 7 条 の 1 0 第 ３ 項 に 規 定 す る 車 両

の 通 行 可 能 経 路 に 係 る 回 答 を 必 要 と す る 場 合 は 、 当 該 許 可 等 を 行 う 道 路 管 理 者 と の

連 携 を 図 る よ う に 努 め る こ と 。

２ 合 同 会 議 の 開 催 等

超 長 大 積 載 物 又 は 超 重 量 積 載 物 の 運 搬 で 、 通 行 止 め 等 の 交 通 規 制 を 必 要 と す る も

の の 許 可 に 当 た っ て は 、 事 前 に 警 察 、 運 輸 、 道 路 管 理 者 等 の 行 政 機 関 、 運 輸 事 業 者

等 に よ る 合 同 会 議 を 開 催 し 、 運 転 経 路 の 円 滑 と 運 搬 中 の 交 通 事 故 防 止 等 に つ い て 必

要 な 申 合 せ を 行 う よ う に 努 め る こ と 。

第 1 2 本 部 主 管 課 と の 調 整

１ 警 察 署 長 は 、 許 可 申 請 に 係 る 積 載 物 の 重 量 、 長 さ 、 幅 及 び 高 さ 並 び に 積 載 の 方 法

が 第 ８ の ３ に 掲 げ る 場 合 で あ っ て 、 許 可 の 必 要 性 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 許 可

に 関 し 、 本 部 主 管 課 と 協 議 す る こ と 。

２ ２ 以 上 の 都 道 府 県 に 及 ぶ な ど 長 距 離 に わ た っ て 通 行 す る 制 限 外 積 載 車 両 の 許 可 の

取 扱 い に 際 し て は 、 本 部 主 管 課 と の 連 絡 を 密 に 行 い 、 当 該 道 路 に お け る 道 路 及 び 交

通 の 状 況 を 把 握 し て 許 可 の 可 否 を 判 断 す る よ う に 努 め る こ と 。

第 1 3 交 番 勤 務 員 、 駐 在 所 勤 務 員 等 に よ る 専 決 処 分

交 番 勤 務 員 、 駐 在 所 勤 務 員 等 に 専 決 処 分 を 行 わ せ る 場 合 に お い て は 、 専 決 処 分 の

範 囲 （ 限 界 ） 及 び 取 扱 方 法 を 明 確 に 定 め る な ど し て そ の 取 扱 い が 適 正 か つ 斉 一 に 行

わ れ る よ う 留 意 す る こ と 。

第 1 4 そ の 他

い わ ゆ る 国 際 海 上 コ ン テ ナ の 取 扱 い に つ い て は 別 に 定 め る と こ ろ に よ る 。


